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大学共同利用機関法人自然科学研究機構年俸制職員就業規則 

 

平成２３年 ７月２１日 

通 則 第 ５ 号 

最終改正 令和 ６年 ３月２８日 

 

目次 
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附則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この就業規則は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員就業規則（平

成１６年通則第２号。以下｢職員就業規則」という。）第３条ただし書の規定に基づ

き，期間を定めて年俸制により雇用する常勤職員（以下｢年俸制職員｣という。）の就

業について，必要な事項を定めることを目的とする。 

（年俸制職員の種類等） 

第２条 この就業規則において，年俸制職員とは，次の各号に掲げる者をいう。 

一 特任教員 

二 特任研究員 

三 特任専門員 

四 若手研究者雇用特別研究員 
（職員就業規則の準用） 

第３条 年俸制職員の就業に関し，この就業規則に定めのないものについては，職員

就業規則を準用する。ただし，職員就業規則第９条，第１２条，第２８条及び第３８

条の規定は準用しない。 

 

第２章 特任教員 

 

（特任教員の定義等） 
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第４条 この就業規則において，特任教員とは，特定の研究やプロジェクト（以下｢プ

ロジェクト等｣という。）において研究教育に従事する特任教授，特任准教授，特任講

師及び特任助教をいう。 

２ 特任教員の選考基準は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究教

育職員等の選考基準（平成１６年機構長決定）によるものとする。 

（契約期間及び契約の更新） 

第５条 特任教員の契約期間は，５年以内の期間とする。 

２ 特任教員の契約の更新は，予算の状況及び特任教員の勤務成績の評価に基づき行

うものとし，採用の日から起算して５年を限度に更新することができる。ただし，科

学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成２０年法律第６３号。以下

「法」という。）第１５条の２第１項に該当する者にあっては，前項の規定にかかわ

らず，プロジェクト等の存続期間に応じて採用の日から起算して１０年を超えない

範囲内で更新することができる。 

３ 契約期間内に年齢が満６５歳に達し，かつ，その日以後の最初の３月３１日を越

えることとなる場合には，採用又は契約を更新することができない。ただし，顕著な

業績を有し，満６５歳を超えて雇用することが必要となる特別の事情があり，別に

定める手続きを経たときは，この限りでない。 

４ 機関の長は，契約期間の満了により労働契約を終了させる場合（あらかじめ当該

契約を更新しない旨明示されているものを除く。）には，少なくとも３０日前までに

その旨を予告しなければならない。 

（特任教員に支給する給与） 

第６条 特任教員の給与は年俸とし，年俸額は，各機関の長が，職務内容，実績及び経

験並びに毎年行う勤務成績の評価等に基づき，予算の範囲内で，別表第１に定める

特任教員等年俸表により，決定する。 

２ 前項の年俸表に定める最高額の年俸額を超えて年俸を決定しようとする場合は，

別に定める手続きを経たうえで決定するものとする。 

３ 特任教員に毎月支給する額は，前２項により決定した年俸額の１２分の１の額（以

下「本給」という。）に大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程（平成

１６年自機規程第１０号。以下｢給与規程｣という。）第３条第３項に規定する通勤手

当，在宅勤務等手当，在勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，夜勤手当，

宿日直手当及び寒冷地手当を加えた額とする。 

４ 前項の額の支給については，給与規程第２条，第４条，第２６条，第３４条及び第

３６条から第４３条までの規定を準用する。 

５ 通勤手当，在宅勤務等手当，在勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，夜

勤手当，宿日直手当及び寒冷地手当については，給与規程第１６条，第１７条の２，
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第１８条，第２２条から第２５条まで，第２７条，第３３条及び第３３条の３の規定

をそれぞれ準用する。 

６ 前各項に定めるもののほか，給与規程第３条に規定する研究代表者等特別手当を

支給することができる。 

７ 前項の額の支給については，給与規程第２条，第４条第４項の規定を準用する。 

８ 研究代表者等特別手当については，給与規程第３３条の２の規定を準用する。 

（専門業務型裁量労働制の準用） 

第７条 特任教員には，職員就業規則第２３条第６項の規定及び大学共同利用機関法

人自然科学研究機構職員勤務時間，休暇等規程（平成１６年自機規程第５号。以下

「勤務時間，休暇等規程」という。）第６条の規定を準用する。 

 

第３章 特任研究員 

 

（特任研究員の定義） 

第８条 この就業規則において，特任研究員とは，プロジェクト等において，専ら研究

に従事する者をいう。 

（契約期間及び契約の更新） 

第９条 特任研究員の契約期間は，５年以内の期間とする。 

２ 特任研究員の契約の更新は，予算の状況及び特任研究員の勤務成績の評価に基づ

き行うものとし，採用の日から起算して５年を限度に更新することができる。ただ

し，プロジェクト等の存続期間の範囲内で，かつ，法第１５条の２第１項に該当する

者にあっては，採用の日から起算して１０年を超えない範囲内で更新することがで

きる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，契約期間内に年齢が満６５歳に達し，かつ，その日以

後の最初の３月３１日を越えることとなる場合には，採用又は契約を更新すること

ができない。ただし，満６５歳に達し，かつ，その日以後の最初の３月３１日を越え

て雇用することが必要となる特別の事情があり，別に定める手続きを経たときは，

この限りでない。 

４ 機関の長は，契約期間の満了により労働契約を終了させる場合（あらかじめ当該

契約を更新しない旨明示されているものを除く。）には，少なくとも３０日前までに

その旨を予告しなければならない。 

（特任研究員に支給する給与） 

第１０条 特任研究員の給与は年俸とし，年俸額は，各機関の長が，職務内容，実績及

び経験並びに毎年行う勤務成績の評価等に基づき，予算の範囲内で，別表第１に定

める特任教員等年俸表により，決定する。 
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２ 前項の年俸表に定める最高額の年俸額を超えて年俸を決定しようとする場合は，

別に定める手続きを経たうえで決定するものとする。 

３ 特任研究員に毎月支給する額は，本給に給与規程第３条第３項に規定する通勤手

当，在宅勤務等手当，在勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，夜勤手当及

び寒冷地手当を加えた額とする。 

４ 前項の額の支給については，給与規程第２条，第４条，第２６条，第３４条及び第

３６条から第４３条までの規定を準用する。 

５ 通勤手当，在宅勤務等手当，在勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，夜

勤手当及び寒冷地手当については，給与規程第１６条，第１７条の２，第１８条，第

２２条から第２５条まで，第３３条及び第３３条の３の規定をそれぞれ準用する。 

６ 前各項に定めるもののほか，給与規程第３条に規定する研究代表者等特別手当を

支給することができる。 

７ 前項の額の支給については，給与規程第２条，第４条第４項の規定を準用する。 

８ 研究代表者等特別手当については，給与規程第３３条の２の規定を準用する。 

（専門業務型裁量労働制の準用） 

第１１条 特任研究員には，職員就業規則第２３条第６項の規定及び勤務時間，休暇

等規程第６条の規定を準用する。 

 

第４章 特任専門員 

 

（特任専門員の定義） 

第１２条 この就業規則において，特任専門員とは，高度の専門的な知識経験等を必

要とする業務に従事する者をいう。 

（契約期間及び契約の更新） 

第１３条 特任専門員の契約期間は，３年（専門的知識等であって高度のものとして

厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する者は５年）以内の期間

とする。 

２ 特任専門員の契約の更新は，予算の状況及び特任専門員の勤務成績の評価に基づ

き行うものとし，採用の日から起算して５年（法第１５条の２第１項の規定の適用

を受ける者にあっては，１０年）を限度に更新することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，契約期間内に年齢が満６５歳に達し，かつ，その日以

後の最初の３月３１日を越えることとなる場合には，採用又は契約を更新すること

ができない。ただし，満６５歳に達し，かつ，その日以後の最初の３月３１日を越え

て雇用することが必要となる特別の事情があり，別に定める手続きを経たときは，

この限りでない。 
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４ 機関の長は，契約期間の満了により労働契約を終了させる場合（あらかじめ当該

契約を更新しない旨明示されているものを除く。）には，少なくとも３０日前までに

その旨を予告しなければならない。 

（特任専門員に支給する給与） 

第１４条 特任専門員の給与は年俸とし，年俸額は，各機関の長が，職務内容，実績及

び経験並びに毎年行う勤務成績の評価等に基づき，予算の範囲内で，別表第２に定

める特任専門員年俸表により，決定する。 

２ 特任専門員に毎月支給する額は，本給に給与規程第３条第３項に規定する通勤手

当，在宅勤務等手当，在勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，夜勤手当及

び寒冷地手当を加えた額とする。 

３ 前項の額の支給については，給与規程第２条，第４条，第２６条，第３４条及び第

３６条から第４３条の規定を準用する。 

４ 通勤手当，在宅勤務等手当，在勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，夜

勤手当及び寒冷地手当については，給与規程第１６条，第１７条の２，第１８条，第

２２条から第２５条まで，第３３条及び第３３条の３の規定をそれぞれ準用する。 

５ 前各項に定めるもののほか，給与規程第３条に規定する研究代表者等特別手当を

支給することができる。 

６ 前項の額の支給については，給与規程第２条，第４条第４項の規定を準用する。 

７ 研究代表者等特別手当については，給与規程第３３条の２の規定を準用する。 

 

第５章 若手研究者雇用特別研究員 

 

（若手研究者雇用特別研究員の定義） 

第１５条 この就業規則において，若手研究者雇用特別研究員とは，独立行政法人日

本学術振興会が実施する研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業（以下「特

別研究員制度」という。）により受け入れ，専ら研究に従事する者をいう。 

（契約期間及び契約の更新） 

第１６条 若手研究者雇用特別研究員の契約期間は，５年以内の期間で特別研究員制

度に基づき受け入れた当該若手研究者雇用特別研究員の受入期間とする。 

２ 若手研究者雇用特別研究員の契約の更新は，予算の状況及び当該若手研究者雇用

特別研究員の勤務成績の評価に基づき行うものとし，採用の日から起算して１０年

を限度に当該若手研究者雇用特別研究員としての受入期間まで更新することができ

る。 

３ 若手研究者雇用特別研究員が，特別研究員制度の資格を喪失したときは，職員就

業規則第３５条第１項第９号の規定を適用する。 
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４ 機関の長は，契約期間の満了により労働契約を終了させる場合（あらかじめ当該

契約を更新しない旨明示されているものを除く。）には，少なくとも３０日前までに

その旨を予告しなければならない。 

（若手研究者雇用特別研究員に支給する給与） 

第１７条 若手研究者雇用特別研究員の給与は年俸とし，年俸額は，次の表に掲げる

額とする。 

号俸 年俸額（円） 

１ ４，３４４，０００ 

２ ５，３５２，０００ 

２ 前項の規定に定める年俸額を超えて年俸を決定しようとする場合は，別表第１に

定める特任教員等年俸表により決定することができる。 

３ 若手研究者雇用特別研究員に毎月支給する額は，本給に給与規程第３条第３項に

規定する通勤手当，在宅勤務等手当，在勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日

給，夜勤手当及び寒冷地手当を加えた額とする。 

４ 前項の額の支給については，給与規程第２条，第４条，第２６条，第３４条及び第

３６条から第４３条までの規定を準用する。 

５ 通勤手当，在宅勤務等手当，在勤手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，休日給，夜

勤手当及び寒冷地手当については，給与規程第１６条，第１７条の２，第１８条，第

２２条から第２５条まで，第３３条及び第３３条の３の規定をそれぞれ準用する。 

６ 前各項に定めるもののほか，給与規程第３条に規定する研究代表者等特別手当を

支給することができる。 

７ 前項の額の支給については，給与規程第２条，第４条第４項の規定を準用する。 

８ 研究代表者等特別手当については，給与規程第３３条の２の規定を準用する。 

（専門業務型裁量労働制の準用） 

第１８条 若手研究者雇用特別研究員には，職員就業規則第２３条第６項の規定及び

勤務時間，休暇等規程第６条の規定を準用する。 

 

附 則 

この規則は，平成２３年７月２１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成２７年７月１日から施行する。 
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   附 則 

 この規則は，平成２８年１１月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成２９年１月１日から施行する。ただし，改正後の第６条第５項，第

１０条第５項及び第１４条第４項の規定は，平成２６年１０月１日から適用する。 

附 則（令和２年３月２６日改正） 

この規則は，令和２年４月１日から施行し，改正後の第１３条第２項の規定につい

ては平成３１年１月１７日から適用する。 

附 則（令和２年１０月２２日改正） 

この規則は，令和２年１１月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２５日改正） 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２３日改正） 

この規則は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月２１日改正） 

この規則は，令和５年１０月１日から施行する。 

附 則（令和６年１月２５日改正） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日改正） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 
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別表第１ 特任教員等年俸表       別表第２ 特任専門員年俸表 

（第６条，第１０条及び第１７条関係）   （第１４条関係） 

号俸 年俸額（円）  号俸 年俸額（円） 

1 ２，４００，０００  1 １，８００，０００ 

2 ２，４６０，０００  2 １，８６０，０００ 

3 ２，５２０，０００  3 １，９２０，０００ 

4 ２，５８０，０００  4 １，９８０，０００ 

5 ２，６４０，０００  5 ２，０４０，０００ 

6 ２，７００，０００  6 ２，１００，０００ 

7 ２，７６０，０００  7 ２，１６０，０００ 

8 ２，８２０，０００  8 ２，２２０，０００ 

9 ２，８８０，０００  9 ２，２８０，０００ 

10 ２，９４０，０００  10 ２，３４０，０００ 

11 ３，０００，０００  11 ２，４００，０００ 

12 ３，０６０，０００  12 ２，４６０，０００ 

13 ３，１２０，０００  13 ２，５２０，０００ 

14 ３，１８０，０００  14 ２，５８０，０００ 

15 ３，２４０，０００  15 ２，６４０，０００ 

16 ３，３００，０００  16 ２，７００，０００ 

17 ３，３６０，０００  17 ２，７６０，０００ 

18 ３，４２０，０００  18 ２，８２０，０００ 

19 ３，４８０，０００  19 ２，８８０，０００ 

20 ３，５４０，０００  20 ２，９４０，０００ 

21 ３，６００，０００  21 ３，０００，０００ 

22 ３，６６０，０００  22 ３，０６０，０００ 

23 ３，７２０，０００  23 ３，１２０，０００ 

24 ３，７８０，０００  24 ３，１８０，０００ 

25 ３，８４０，０００  25 ３，２４０，０００ 

26 ３，９００，０００  26 ３，３００，０００ 

27 ３，９６０，０００  27 ３，３６０，０００ 

28 ４，０２０，０００  28 ３，４２０，０００ 

29 ４，０８０，０００  29 ３，４８０，０００ 

30 ４，１４０，０００  30 ３，５４０，０００ 

31 ４，２００，０００  31 ３，６００，０００ 
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32 ４，２６０，０００  32 ３，６６０，０００ 

33 ４，３２０，０００  33 ３，７２０，０００ 

34 ４，３８０，０００  34 ３，７８０，０００ 

35 ４，４４０，０００  35 ３，８４０，０００ 

36 ４，５００，０００  36 ３，９００，０００ 

37 ４，５６０，０００  37 ３，９６０，０００ 

38 ４，６２０，０００  38 ４，０２０，０００ 

39 ４，６８０，０００  39 ４，０８０，０００ 

40 ４，７４０，０００  40 ４，１４０，０００ 

41 ４，８００，０００  41 ４，２００，０００ 

42 ４，８６０，０００  42 ４，２６０，０００ 

43 ４，９２０，０００  43 ４，３２０，０００ 

44 ４，９８０，０００  44 ４，３８０，０００ 

45 ５，０４０，０００  45 ４，４４０，０００ 

46 ５，１００，０００  46 ４，５００，０００ 

47 ５，１６０，０００  47 ４，５６０，０００ 

48 ５，２２０，０００  48 ４，６２０，０００ 

49 ５，２８０，０００  49 ４，６８０，０００ 

50 ５，３４０，０００  50 ４，７４０，０００ 

51 ５，４００，０００  51 ４，８００，０００ 

52 ５，４６０，０００  52 ４，８６０，０００ 

53 ５，５２０，０００  53 ４，９２０，０００ 

54 ５，５８０，０００  54 ４，９８０，０００ 

55 ５，６４０，０００  55 ５，０４０，０００ 

56 ５，７００，０００  56 ５，１００，０００ 

57 ５，７６０，０００  57 ５，１６０，０００ 

58 ５，８２０，０００  58 ５，２２０，０００ 

59 ５，８８０，０００  59 ５，２８０，０００ 

60 ５，９４０，０００  60 ５，３４０，０００ 

61 ６，０００，０００  61 ５，４００，０００ 

62 ６，０６０，０００  62 ５，４６０，０００ 

63 ６，１２０，０００  63 ５，５２０，０００ 

64 ６，１８０，０００  64 ５，５８０，０００ 

65 ６，２４０，０００  65 ５，６４０，０００ 
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66 ６，３００，０００  66 ５，７００，０００ 

67 ６，３６０，０００  67 ５，７６０，０００ 

68 ６，４２０，０００  68 ５，８２０，０００ 

69 ６，４８０，０００  69 ５，８８０，０００ 

70 ６，５４０，０００  70 ５，９４０，０００ 

71 ６，６００，０００  71 ６，０００，０００ 

72 ６，６６０，０００  72 ６，０６０，０００ 

73 ６，７２０，０００  73 ６，１２０，０００ 

74 ６，７８０，０００  74 ６，１８０，０００ 

75 ６，８４０，０００  75 ６，２４０，０００ 

76 ６，９００，０００  76 ６，３００，０００ 

77 ６，９６０，０００  77 ６，３６０，０００ 

78 ７，０２０，０００  78 ６，４２０，０００ 

79 ７，０８０，０００  79 ６，４８０，０００ 

80 ７，１４０，０００  80 ６，５４０，０００ 

81 ７，２００，０００  81 ６，６００，０００ 

82 ７，２６０，０００  82 ６，６６０，０００ 

83 ７，３２０，０００  83 ６，７２０，０００ 

84 ７，３８０，０００  84 ６，７８０，０００ 

85 ７，４４０，０００  85 ６，８４０，０００ 

86 ７，５００，０００  86 ６，９００，０００ 

87 ７，５６０，０００  87 ６，９６０，０００ 

88 ７，６２０，０００  88 ７，０２０，０００ 

89 ７，６８０，０００  89 ７，０８０，０００ 

90 ７，７４０，０００  90 ７，１４０，０００ 

91 ７，８００，０００  91 ７，２００，０００ 

92 ７，８６０，０００  92 ７，２６０，０００ 

93 ７，９２０，０００  93 ７，３２０，０００ 

94 ７，９８０，０００  94 ７，３８０，０００ 

95 ８，０４０，０００  95 ７，４４０，０００ 

96 ８，１００，０００  96 ７，５００，０００ 

97 ８，１６０，０００  97 ７，５６０，０００ 

98 ８，２２０，０００  98 ７，６２０，０００ 

99 ８，２８０，０００  99 ７，６８０，０００ 
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100 ８，３４０，０００  100 ７，７４０，０００ 

101 ８，４００，０００  101 ７，８００，０００ 

102 ８，４６０，０００  102 ７，８６０，０００ 

103 ８，５２０，０００  103 ７，９２０，０００ 

104 ８，５８０，０００  104 ７，９８０，０００ 

105 ８，６４０，０００  105 ８，０４０，０００ 

106 ８，７００，０００  106 ８，１００，０００ 

107 ８，７６０，０００  107 ８，１６０，０００ 

108 ８，８２０，０００  108 ８，２２０，０００ 

109 ８，８８０，０００  109 ８，２８０，０００ 

110 ８，９４０，０００  110 ８，３４０，０００ 

111 ９，０００，０００  111 ８，４００，０００ 

112 ９，０６０，０００  112 ８，４６０，０００ 

113 ９，１２０，０００  113 ８，５２０，０００ 

114 ９，１８０，０００  114 ８，５８０，０００ 

115 ９，２４０，０００  115 ８，６４０，０００ 

116 ９，３００，０００  116 ８，７００，０００ 

117 ９，３６０，０００  117 ８，７６０，０００ 

118 ９，４２０，０００  118 ８，８２０，０００ 

119 ９，４８０，０００  119 ８，８８０，０００ 

120 ９，５４０，０００  120 ８，９４０，０００ 

121 ９，６００，０００  121 ９，０００，０００ 

122 ９，６６０，０００  122 ９，０６０，０００ 

123 ９，７２０，０００  123 ９，１２０，０００ 

124 ９，７８０，０００  124 ９，１８０，０００ 

125 ９，８４０，０００  125 ９，２４０，０００ 

126 ９，９００，０００  126 ９，３００，０００ 

127 ９，９６０，０００  127 ９，３６０，０００ 

128 １０，０２０，０００  128 ９，４２０，０００ 

129 １０，０８０，０００  129 ９，４８０，０００ 

130 １０，１４０，０００  130 ９，５４０，０００ 

131 １０，２００，０００  131 ９，６００，０００ 

132 １０，２６０，０００  132 ９，６６０，０００ 

133 １０，３２０，０００  133 ９，７２０，０００ 
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134 １０，３８０，０００  134 ９，７８０，０００ 

135 １０，４４０，０００  135 ９，８４０，０００ 

136 １０，５００，０００  136 ９，９００，０００ 

137 １０，５６０，０００  137 ９，９６０，０００ 

138 １０，６２０，０００  138 １０，０２０，０００ 

139 １０，６８０，０００  139 １０，０８０，０００ 

140 １０，７４０，０００  140 １０，１４０，０００ 

141 １０，８００，０００  141 １０，２００，０００ 

142 １０，８６０，０００  142 １０，２６０，０００ 

143 １０，９２０，０００  143 １０，３２０，０００ 

144 １０，９８０，０００  144 １０，３８０，０００ 

145 １１，０４０，０００  145 １０，４４０，０００ 

146 １１，１００，０００  146 １０，５００，０００ 

147 １１，１６０，０００  147 １０，５６０，０００ 

148 １１，２２０，０００  148 １０，６２０，０００ 

149 １１，２８０，０００  149 １０，６８０，０００ 

150 １１，３４０，０００  150 １０，７４０，０００ 

151 １１，４００，０００  151 １０，８００，０００ 

152 １１，４６０，０００  152 １０，８６０，０００ 

153 １１，５２０，０００  153 １０，９２０，０００ 

154 １１，５８０，０００  154 １０，９８０，０００ 

155 １１，６４０，０００  155 １１，０４０，０００ 

156 １１，７００，０００  156 １１，１００，０００ 

157 １１，７６０，０００  157 １１，１６０，０００ 

158 １１，８２０，０００  158 １１，２２０，０００ 

159 １１，８８０，０００  159 １１，２８０，０００ 

160 １１，９４０，０００  160 １１，３４０，０００ 

161 １２，０００，０００  161 １１，４００，０００ 

162 １２，０６０，０００  162 １１，４６０，０００ 

163 １２，１２０，０００  163 １１，５２０，０００ 

164 １２，１８０，０００  164 １１，５８０，０００ 

165 １２，２４０，０００  165 １１，６４０，０００ 

166 １２，３００，０００  166 １１，７００，０００ 

167 １２，３６０，０００  167 １１，７６０，０００ 



004-63 2024/04/01 

13 
 

168 １２，４２０，０００  168 １１，８２０，０００ 

169 １２，４８０，０００  169 １１，８８０，０００ 

170 １２，５４０，０００  170 １１，９４０，０００ 

171 １２，６００，０００  171 １２，０００，０００ 

172 １２，６６０，０００  172 １２，０６０，０００ 

173 １２，７２０，０００  173 １２，１２０，０００ 

174 １２，７８０，０００  174 １２，１８０，０００ 

175 １２，８４０，０００  175 １２，２４０，０００ 

176 １２，９００，０００  176 １２，３００，０００ 

177 １２，９６０，０００  177 １２，３６０，０００ 

178 １３，０２０，０００  178 １２，４２０，０００ 

179 １３，０８０，０００  179 １２，４８０，０００ 

180 １３，１４０，０００  180 １２，５４０，０００ 

181 １３，２００，０００  181 １２，６００，０００ 

182 １３，２６０，０００  182 １２，６６０，０００ 

183 １３，３２０，０００  183 １２，７２０，０００ 

184 １３，３８０，０００  184 １２，７８０，０００ 

185 １３，４４０，０００  185 １２，８４０，０００ 

186 １３，５００，０００  186 １２，９００，０００ 

187 １３，５６０，０００  187 １２，９６０，０００ 

188 １３，６２０，０００  188 １３，０２０，０００ 

189 １３，６８０，０００  189 １３，０８０，０００ 

190 １３，７４０，０００  190 １３，１４０，０００ 

191 １３，８００，０００  191 １３，２００，０００ 

192 １３，８６０，０００  192 １３，２６０，０００ 

193 １３，９２０，０００  193 １３，３２０，０００ 

194 １３，９８０，０００  194 １３，３８０，０００ 

195 １４，０４０，０００  195 １３，４４０，０００ 

196 １４，１００，０００  196 １３，５００，０００ 

197 １４，１６０，０００  197 １３，５６０，０００ 

198 １４，２２０，０００  198 １３，６２０，０００ 

199 １４，２８０，０００  199 １３，６８０，０００ 

200 １４，３４０，０００  200 １３，７４０，０００ 

201 １４，４００，０００  201 １３，８００，０００ 
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202 １４，４６０，０００  202 １３，８６０，０００ 

203 １４，５２０，０００  203 １３，９２０，０００ 

204 １４，５８０，０００  204 １３，９８０，０００ 

205 １４，６４０，０００  205 １４，０４０，０００ 

206 １４，７００，０００  206 １４，１００，０００ 

207 １４，７６０，０００  207 １４，１６０，０００ 

208 １４，８２０，０００  208 １４，２２０，０００ 

209 １４，８８０，０００  209 １４，２８０，０００ 

210 １４，９４０，０００  210 １４，３４０，０００ 

211 １５，０００，０００  211 １４，４００，０００ 

212 １５，０６０，０００  212 １４，４６０，０００ 

213 １５，１２０，０００  213 １４，５２０，０００ 

214 １５，１８０，０００  214 １４，５８０，０００ 

215 １５，２４０，０００  215 １４，６４０，０００ 

216 １５，３００，０００  216 １４，７００，０００ 

217 １５，３６０，０００  217 １４，７６０，０００ 

218 １５，４２０，０００  218 １４，８２０，０００ 

219 １５，４８０，０００  219 １４，８８０，０００ 

220 １５，５４０，０００  220 １４，９４０，０００ 

221 １５，６００，０００  221 １５，０００，０００ 

222 １５，６６０，０００  222 １５，０６０，０００ 

223 １５，７２０，０００  223 １５，１２０，０００ 

224 １５，７８０，０００  224 １５，１８０，０００ 

225 １５，８４０，０００  225 １５，２４０，０００ 

226 １５，９００，０００  226 １５，３００，０００ 

227 １５，９６０，０００  227 １５，３６０，０００ 

228 １６，０２０，０００  228 １５，４２０，０００ 

229 １６，０８０，０００  229 １５，４８０，０００ 

230 １６，１４０，０００  230 １５，５４０，０００ 

231 １６，２００，０００  231 １５，６００，０００ 

232 １６，２６０，０００  232 １５，６６０，０００ 

233 １６，３２０，０００  233 １５，７２０，０００ 

234 １６，３８０，０００  234 １５，７８０，０００ 

235 １６，４４０，０００  235 １５，８４０，０００ 
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236 １６，５００，０００  236 １５，９００，０００ 

237 １６，５６０，０００  237 １５，９６０，０００ 

238 １６，６２０，０００  238 １６，０２０，０００ 

239 １６，６８０，０００  239 １６，０８０，０００ 

240 １６，７４０，０００  240 １６，１４０，０００ 

241 １６，８００，０００  241 １６，２００，０００ 

   242 １６，２６０，０００ 

   243 １６，３２０，０００ 

   244 １６，３８０，０００ 

   245 １６，４４０，０００ 

   246 １６，５００，０００ 

   247 １６，５６０，０００ 

   248 １６，６２０，０００ 

   249 １６，６８０，０００ 

   250 １６，７４０，０００ 

   251 １６，８００，０００ 

 


